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[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]

１．連結計算書類の作成基準

２．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 135 社

主要な連結子会社の名称

（国内） 和光純薬工業㈱、日本製薬㈱

（海外）

(2)連結子会社の増減

増加： 9 社（設立等による増加）

減少： 12 社（清算、合併等による減少）

(3)連結子会社の会計年度に関する事項

　

３．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用関連会社の数 15 社

主要な持分法適用関連会社の名称

　天藤製薬㈱

(2)持分法適用関連会社の増減

増加： 1 社（設立による増加）

減少： 5 社（株式譲渡等による減少）

(3)持分法適用関連会社の会計年度に関する事項

連　結　注　記　表

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しており
ます。なお同項後段の規定により、国際会計基準(IFRS)により求められる開示項目の一部を省略しておりま
す。

武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.、武田ファーマシューティカルズ
ＵＳＡ Inc.、武田 Distribuidora Ltda.、ミレニアム・ファーマシューティカルズ Inc.、武
田カリフォルニア Inc.、米州武田開発センター Inc.、武田ヨーロッパ･ホールディングス
B.V.、武田 A/S、武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル AG、武田ファーマ
シューティカルズ・ヨーロッパ Limited、英国武田 Limited、武田 GmbH、武田フランス
S.A.S.、武田イタリア S.p.A.、武田ファーマシューティカルズ Limited Liability
Company、武田アイルランド Limited、武田ケンブリッジ Limited、欧州武田開発センター
Ltd.、武田（中国）投資有限公司、武田ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ(ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) Pte. Ltd.、広東ﾃｯｸ
ﾌﾟｰﾙ・ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ Co. Ltd.、天津武田薬品有限公司、アジア武田開発センター Pte. Ltd.

連結子会社のうち広東ﾃｯｸﾌﾟｰﾙ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ Co. Ltd.、武田(中国)投資有限公司、武田薬品（中国）有限公
司、天津武田薬品有限公司、武田 Distribuidora Ltda.および武田ファーマシューティカルズ Limited
Liability Company等の決算日は12月31日ですが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使
用して、連結決算を行っております。

連結計算書類には、決算日が異なる関連会社への投資が含まれております。決算日の差異により生じる期間
の重要な取引または事象については必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項

(1)資産の評価基準及び評価方法（金融商品を除く）

①有形固定資産

②のれん

③無形資産

個別取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

企業結合により取得した無形資産は、取得日の公正価値で測定しております。

(a) 使用または売却できるように無形資産を完成させることの、技術上の実行可能性

(b) 無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという意図

(c) 無形資産を使用または売却できる能力

(d) 無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法

(e)

(f) 開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力

④非金融資産の減損

資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額より低い場合にのみ、当該資産の帳簿価額をその回収可
能価額まで減額し、純損益として認識しております。

過年度に減損を認識した、のれん以外の資産または資金生成単位については、決算日において過年度に認識
した減損損失の減少または消滅している可能性を示す兆候の有無を評価しております。そのような兆候が存
在する場合には、当該資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を
超える場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳
簿価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失を戻入れております。減損損失の戻入れは、直ちに純損
益として認識しております。

(iii) 自己創設無形資産（開発費）

開発（または内部プロジェクトの開発局面）における支出は、以下のすべてを立証できる場合に限り資産
として認識することとしており、その他の支出はすべて発生時に費用処理しております。

無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる、適切な技術
上、財務上およびその他の資源の利用可能性

当社グループでは、決算日現在で、棚卸資産、繰延税金資産、売却目的で保有する資産、退職給付に係る資
産を除く非金融資産の減損の兆候の有無を評価しております。

減損の兆候がある場合または年次で減損テストが要求されている場合には、各資産の回収可能価額の算定を
行っております。個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生
成単位の回収可能価額を見積っております。

資産または資金生成単位の回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額
で測定しております。使用価値は、見積った将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより算定
しており、使用する割引率は、貨幣の時間価値、および当該資産に固有のリスクを反映した利率を用いてお
ります。

取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体、除去および原状回復費用の当初見積額等が含まれて
おります。

企業結合から生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

のれんは償却を行わず、資金生成単位または資金生成単位グループに配分し、年次または減損の兆候がある
場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は純損益として認識され、その後の
戻入れは行っておりません。

無形資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。無形資産は取得原価から償却累計額
および減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

(i)  個別取得した無形資産

(ii) 企業結合により取得した無形資産

有形固定資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。有形固定資産は取得原価から減
価償却累計額および減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
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⑤棚卸資産

(2)資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　建物及び構築物　　　3－50年

　機械装置及び運搬具　2－20年

　工具器具及び備品　  2－20年

②無形資産

(3)金融商品の評価基準及び評価方法

①金融資産

（ⅰ）当初認識および測定

金融資産は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において以下に分類しております。

(a)

(b)

(c)

貸付金及び債権
支払額が固定または決定可能な非デリバティブ金融資産のうち、活発な市場での取引がないも
の

売却可能金融資産
非デリバティブ金融資産のうち、売却可能金融資産に指定されたもの、または上記(a)(b)のい
ずれにも分類されないもの

金融資産は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除
き、取得に直接起因する取引費用を加算して算定しております。

棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で計上しております。原価は主として総平均法に基
づいて算定されており、購入原価、加工費および棚卸資産を現在の場所および状態とするまでに発生したそ
の他の費用が含まれております。正味実現可能価額とは、通常の事業の過程における見積売価から、完成ま
でに要する見積原価および販売に要する見積費用を控除した額であります。

土地および建設仮勘定以外の資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたり、主として定額法で計上しており
ます。リース資産の減価償却費は、リース期間の終了時までに所有権を取得することに合理的確実性がある
場合を除き、リース期間と見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり定額法で計上しております。これ
らの資産の減価償却は、使用可能となった時点から開始しております。
主な資産の種類別の耐用年数は以下のとおりであります。

製品に係る無形資産の償却費は、見積耐用年数（概ね20年以内）にわたり定額法で計上しております。ソフ
トウェアの償却費は3年から7年にわたり定額法で計上しております。これらの資産の償却は、使用可能と
なった時点から開始しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
売買目的保有金融資産または純損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産
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（ⅱ）事後測定

(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

(b) 貸付金及び債権

貸付金及び債権は、実効金利法による償却原価から減損損失を控除した金額で測定しております。
利息の認識が重要でない短期の債権を除き、利息収益は実効金利を適用して認識しております。

(c) 売却可能金融資産

（ⅲ） 減損

（ⅳ） 認識の中止

売却可能金融資産が減損している場合には、その他の包括利益に認識した累積利得または損失を、その期
間の純損益に振り替えております。売却可能な資本性金融商品については、以後の期間において、減損損
失の戻入れは認識いたしません。一方、売却可能な負債性金融商品については、以後の期間において、公
正価値が増加を示す客観的事実が発生した場合には、当該減損損失を戻入れ、純損益として認識しており
ます。

金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または金融資産を譲渡しほ
とんどすべてのリスクと経済価値が他の企業に移転した場合にのみ、金融資産の認識を中止しておりま
す。

金融資産の認識の中止に際しては、資産の帳簿価額と受取ったまたは受取可能な対価との差額、およびそ
の他の包括利益に認識した累積利得または損失は純損益として認識しております。

売却可能金融資産は、決算日現在の公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる損益はその
他の包括利益として認識しております。なお、貨幣性資産に係る外貨換算差額は純損益として
認識しております。

売却可能である資本性金融商品に係る配当は、当社グループが支払を受ける権利が確定した期
に純損益として認識しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産は、決算日において減損していることを示す
客観的証拠が存在するか否かを検討しております。金融資産については、客観的な証拠によって損失事象
が当初認識後に発生したことが示されており、かつ、その損失事象が当該金融資産の見積将来キャッ
シュ・フローにマイナスの影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合に減損していると判定しておりま
す。

売却可能金融資産については、その公正価値が著しく下落している、または長期にわたり取得原価を下
回っていることも、減損の客観的証拠となります。

売上債権のような特定の分類の金融資産は、個別に減損の客観的証拠が存在しない場合でも、さらにグ
ループ単位で減損の評価をしております。

償却原価で計上している金融資産について認識した減損損失の金額は、当該資産の帳簿価額と、見積将来
キャッシュ・フローを金融資産の当初の実効金利で割り引いた金融資産の現在価値との差額であります。
以後の期間において、減損損失の額が減少したことを示す客観的事象が発生した場合には、減損損失を戻
入れ、純損益として認識しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は公正価値で測定し、再測定から生じる利得また
は損失は純損益として認識しております。
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②金融負債

（ⅰ）当初認識および測定

金融負債は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において以下に分類しております。

(a)

(b)
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債以外のもの

（ⅱ）事後測定

(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

(b) その他の金融負債（社債及び借入金含む）

その他の金融負債は、主として実効金利法を使用して償却原価で事後測定しております。

（ⅲ）認識の中止

③デリバティブ

④ヘッジ会計

ヘッジの開始時に、ヘッジを行うための戦略に従い、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係について文書化してお
ります。さらに、ヘッジの開始時およびヘッジ期間中に、ヘッジ手段がヘッジされたリスクに起因するヘッ
ジ対象キャッシュ・フローの変動を相殺するのに極めて有効であるかどうかを継続的に評価しております。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定し、かつ適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分はその他
の包括利益として認識しております。利得または損失のうち重要な非有効部分は直ちに純損益として認識し
ております。

その他の包括利益で認識されていた金額は、ヘッジ対象が純損益として認識された期に、連結純損益計算書
における認識されたヘッジ対象と同じ項目において純損益に振り替えております。

ヘッジ指定を取消した場合、ヘッジ手段が失効、売却、終結または行使された場合、もしくはもはやヘッジ
会計として適格でない場合には、ヘッジ会計を中止しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で測定し、再測定から生じる利得また
は損失は純損益として認識しております。

金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となった場合に
のみ、金融負債の認識を中止しております。金融負債の認識の中止に際しては、金融負債の帳簿価額と支
払われたまたは支払う予定の対価の差額は純損益として認識しております。

為替レートおよび金利の変動等によるリスクに対処するため、先物為替予約、金利スワップおよび通貨ス
ワップといったデリバティブを契約しております。

なお、当社グループの方針として投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。

ヘッジ会計が適用されないデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」または「純損
益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類され、当該分類に基づいて会計処理しております。

一部のデリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定し、ヘッジ会計を適用しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融負債

その他の金融負債（社債及び借入金含む）

金融負債は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を除
き、発行に直接帰属する取引費用を減算して算定しております。
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(4)重要な引当金の計上基準

主なものは以下の通りであります。

①事業構造再編に係る引当金

②販売に関する引当金

③アクトス訴訟填補引当金

(5)退職後給付

①確定給付制度

②確定拠出制度

(6)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①記載金額の表示

百万円未満を四捨五入して表示しております。

②消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[会計方針の変更に関する注記]

当連結会計年度より適用している基準および解釈指針は、以下のとおりであります。

上記の基準および解釈指針について、連結計算書類に与える影響は軽微であります。

IAS第19号 従業員給付 確定給付制度における従業員と第三者による拠出に関する改訂

販売に関する引当金は、販売した製商品の売上割戻、返品調整等に係るものであり、米国での医療制度に関
する売上連動リベートを含んでおります。

アクトス訴訟填補引当金は、米国におけるアクトス製造物責任訴訟にかかる和解金およびその他のアクトス
関連訴訟にかかる損失等に備えるため、これらに要する費用および損失等の見積額を計上しております。

当社グループは、従業員の退職後給付制度として退職一時金、年金および退職後医療費給付等に係わる制度
を運用しております。これらの制度は確定給付制度と確定拠出制度に分類されます。

確定給付債務の現在価値および関連する当期勤務費用ならびに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて
個々の制度ごとに算定しております。割引率は、会計年度の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決
定しております。確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付債務の現在価値から、制度資産の公正価
値を控除して算定しております。確定給付資産または負債の純額の再測定は、発生した期に一括してその他
の包括利益で認識し、利益剰余金へ振り替えております。

確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期に費用として計上しております。

IFRS 新設・改訂の概要

過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務が存在し、当該債務を決済するために経済的便
益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合
に、引当金を認識しております。

事業構造再編に係る引当金は2012年1月に公表された、欧州および米国を中心とする海外連結子会社におけ
る従業員数の削減計画と事業拠点の統廃合をはじめとした事業運営体制の合理化策に係るものであります。
事業構造再編に係る引当金については、詳細な公式計画を有し、かつ計画の実施や公表を通じて、影響を受
ける関係者に当該事業構造再編が確実に実施されると予期させた時点で認識しております。
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[連結純損益計算書に関する注記]

１．製品に係る無形資産償却費及び減損損失

２．その他の営業費用

[連結財政状態計算書に関する注記]

１．資産に係る減価償却累計額（減損損失累計額を含む）

　有形固定資産の減価償却累計額 671,923 百万円

　投資不動産の減価償却累計額 18,139 百万円

２．資産から直接控除した貸倒引当金

　売上債権及びその他の債権 9,121 百万円

　その他の金融資産 44 百万円

３．偶発負債

（債務保証）

金融機関との取引に関する債務保証であり、2016年３月31日現在の残高は457百万円であります。

なお、保証債務は履行可能性が低いため、金融負債として認識しておりません。

製品に係る無形資産償却費及び減損損失には、当初想定されていた収益性が見込めなくなったことによる
減損損失14,944百万円が含まれており、当該減損損失は全て医療用医薬品事業に属するものであります。
また、過去に減損した製品に関して、回収可能価額を再評価したことによる減損損失の戻入8,553百万円
を当該科目に計上しており、当該戻入は医療用医薬品事業に属するものであります。
減損損失（戻入を含む）は帳簿価額から回収可能価額を控除することにより算定しております。回収可能
価額は主に使用価値により測定しており、使用価値の算定に使用した割引率（税引後）は7.7％～14.5％
であります。

その他の営業費用には、事業構造再編費用25,760百万円が含まれております。
事業構造再編費用は、効率的な事業運営体制の構築に向けた従業員の削減や事業拠点の統廃合をはじめと
する取り組みにかかる費用であり、主な内訳は削減対象の従業員にかかる早期退職関連費用であります。
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[連結持分変動計算書に関する注記]

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 790,284千株

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

普通株式 71,081百万円 90円00銭 2015年３月31日 2015年６月29日

普通株式 71,101百万円 90円00銭 2015年９月30日 2015年12月１日

142,182百万円 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

①配当金の総額 71,112百万円

②１株当たり配当額 90円00銭

③基準日 2016年３月31日

④効力発生日 2016年６月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３．

普通株式 2,923,000株

[１株当たり情報に関する注記]

１．１株当たり親会社所有者帰属持分 2,487円04銭

２．基本的１株当たり当期利益 102円26銭

当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
種類及び数

決議

2015年６月26日
定時株主総会

2015年10月30日
取締役会

計

2016年６月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。
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［金融商品に関する注記］

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、変動利付借入金について金利変動リスクを抑制するため、金利スワップを実施して支払金利の
固定化を図っております。

(5)価格変動リスク管理

保有している資本性金融商品については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握するとともに、発行体が取
引先企業である場合には、当該企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

また、株式等の価格を基礎とする金額で現金の支払いを行う現金決済型の株式報酬の一部については、差金決済
方式の株式先渡により支払額の固定化を図っております。

流動性リスク管理は本社財務統括部で実施しており、当社グループの短期、中期、長期の資金と流動性の管理の
ための、適切な流動性リスク管理のフレームワークを設定しております。

当社グループは、予算と実際のキャッシュ・フローおよび売却可能金融資産残高を継続的に監視することによ
り、流動性リスクを管理しております。

(3)為替リスク管理

当社グループは、原則として連結子会社には為替リスクを負わせず、当社および欧州の地域財務管理拠点に為替
リスクを集約して管理しております。

当社および当該地域財務拠点で晒されている為替リスクは、通貨別・月別に把握し、先物為替予約等を利用して
ヘッジしております。

(4)金利リスク管理

当社グループの手元資金につきましては、その大部分を、プーリングを通じて当社および米欧の地域財務管理拠
点に集中しております。この資金は、資金運用に係る社内規程に従い、格付の高い短期の銀行預金および債券等
に限定し、格付・運用期間などに応じて設定している限度額に基づいて運用しているため、信用リスクは僅少で
あります。

プーリングの対象としていない資金につきましては、連結子会社において当社の規程に準じた管理を行っており
ます。

デリバティブの利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ
取引を行っております。

さらに必要に応じて、担保・保証などの保全措置も講じております。

決算日現在における、保有する担保の評価額を考慮に入れない場合の最大の信用リスク額は、信用リスクに晒さ
れる金融資産の帳簿価額により表されております。

(2)流動性リスク管理

当社グループは、事業活動を行う過程において生じる財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行ってお
ります。

リスク管理にあたっては、リスク発生要因の根本からの発生を防止することでリスクを回避し、回避できないリ
スクについてはその低減を図るようにしております。

デリバティブ取引は、為替リスクや金利変動リスク等を回避することを目的とし、利用範囲や取引先金融機関選
定基準等について定めた規程に基づき、実需の範囲で行うこととしております。

(1)信用リスク管理

売上債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

当社は、債権管理に係る社内規程に従い、取引先ごとに期日管理および残高管理を行うとともに、主要な取引先
の信用状況を定期的に把握し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

金融資産

現金及び現金同等物 451,426 451,426

4,006 4,006

49,733 49,733

487,733 487,733

129,829 129,829

帳簿価額 公正価値

金融負債

3,929 3,929

64,182 64,182

4,369 4,369

その他の金融負債 1,026,122 1,030,610

金融商品の公正価値の算定方法

(1)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債（デリバティブ）

(2)貸付金及び債権

(3)売却可能金融資産

(4)ヘッジ会計を適用しているデリバティブ

(5)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債（企業結合による条件付対価）

(6)その他の金融負債

ヘッジ会計を適用しているデリバティブの公正価値は(1)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および
金融負債と同様の方法によっております。

主として一定期間、業績に応じて支払われるロイヤルティの見込額であり、貨幣の時間価値を考慮して計算し
ております。

社債の公正価値は、取引先金融機関から入手した時価情報によっております。

借入金の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを信用リスクを加
味した利率により割り引いた現在価値によっております。

非支配持分へ付与されたプット・オプションの公正価値は、外部専門家の評価に基づき計算しております。

上記以外の債務については、流動項目は短期間で決済され、また非流動項目は実勢金利であるため、帳簿価額
が公正価値の合理的な近似値となっております。

ヘッジ会計を適用しているデリバティブ

ヘッジ会計を適用していないデリバティブの公正価値は、取引先金融機関から入手した時価情報によっており
ます。

貸付金及び債権については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっていま
す。

売却可能金融資産の公正価値は、市場価格もしくは取引先金融機関から入手した時価情報によっております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
（デリバティブ）
ヘッジ会計を適用しているデリバティブ

貸付金及び債権

売却可能金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
（デリバティブ）

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
（企業結合による条件付対価）

決算日における金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

また、売却可能金融資産のうち、公正価値を把握することが困難と認められる金融資産については、次表には含
めておりません。これらの金融資産の帳簿価額は2016年３月31日現在、2,291百万円であります。
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［投資不動産に関する注記］

１．投資不動産の状況に関する事項

　

　

２．投資不動産の公正価値に関する事項

（単位：百万円）

　 （注１）

　　　　　　
　 （注２）

　　　　　　

　　　　　　

主要な投資不動産の公正価値は、所在する地域における適切な専門家としての資格を有する独立した
鑑定人による評価に基づいております。その評価は、当該不動産の所在する地域の評価基準に従った
市場証拠に基づいたものであります。その他重要性が乏しい投資不動産に関する公正価値は、主とし
て公示された地価、税務上使用される算定基準額に基づき自社にて算定した金額であります。

当社および一部の連結子会社では、国内（東京都他）および海外において、賃貸用のオフィスビル等を有しており
ます。

帳簿価額 公正価値

26,626 40,043

帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。
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[重要な後発事象に関する注記]

１．重要な会社分割および合弁会社の設立

(1)会社分割および合弁会社の設立の目的

(2)会社分割の概要

①承継した相手会社の名称 武田テバ薬品株式会社

②承継した事業の内容 特許期間および再審査期間が満了した医療用医薬品事業

③承継した事業の規模

④承継した資産および負債の帳簿価額 資産：3,759百万円

負債：該当ありません。

⑤効力発生日 2016年４月１日

⑥承継価額 205,517百万円

(3)設立した合弁会社の概要

①合弁会社の名称 武田テバ薬品株式会社

②所在地　 滋賀県甲賀市

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長　菊繁　一郎

④事業内容　 医薬品の開発・製造・販売

⑤資本金　 3,170百万円

⑥設立年月日 2016年４月１日

⑦発行済株式数 12株

⑧大株主及び持株比率 テバ製薬株式会社* 100%

*2016年10月以降に「武田テバファーマ株式会社」に社名変更予定
(4)会計処理の概要





　

　

　




２．多額な資金の借入

(1)使途
運転資金

(2)借入先の名称
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行を幹事とする複数の貸付人からの協調融資

(3)借入総額
200,000百万円

(4)借入利率
基準金利＋スプレッド （固定金利）

(5)借入実行日
2016年４月26日

(6)返済期限
2023年４月26日および2026年４月27日

(7)担保提供資産又は保証の内容
無

当社は、2016年４月１日付で、イスラエルに本社をおくTeva Pharmaceutical Industries Ltd.（以下「テバ
社」）の日本における連結子会社へ当社の特許期間および再審査期間が満了した医療用医薬品事業（以下「長期
収載品事業」）を会社分割（吸収分割）により承継いたしました。また、これに伴い、本会社分割の承継会社で
ある大正薬品株式会社の名称を武田テバ薬品株式会社（以下「武田テバ薬品」）に変更し、テバ社と当社の日本
における合弁会社として設立いたしました。
本会社分割は、テバ社の日本における連結子会社２社（テバ製薬株式会社（以下「テバ製薬」）および武田テバ
薬品）と当社の間における三角吸収分割です。分割会社である当社は長期収載品事業を承継会社である武田テバ
薬品に承継し、その対価として武田テバ薬品の親会社となるテバ製薬の株式の交付を受けます。
当社の長期収載品事業を承継すると共に継続してジェネリック医薬品事業を営む武田テバ薬品と、継続してジェ
ネリック医薬品事業を営むテバ製薬は、両社が一体となって新たな事業を推進してまいります。
テバ社は同じく日本における連結子会社であるテバホールディングス株式会社を通じて、テバ製薬の発行済株式
総数の51％を保有し、当社はテバ製薬の株式の49％を保有いたします。なお、テバ製薬は、本年10月以降に会社
名称を武田テバファーマ株式会社に変更いたします。

日本における当社の企業ブランドや強固な流通網と、テバ社の、グローバルなサプライ・チェーンや製造
ネットワークおよび販売力、研究開発に関する高い理解を組み合わせることにより、日本政府の方針にも
沿った、多くの患者さんに貢献するビジネスを推進してまいります。

当連結会計年度の連結純損益計算書に含まれる当該事業の売上高
81,679百万円

当社では、本会社分割について国際会計基準（IAS）第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基
づき会計処理を行い、2017年３月期の連結財務諸表において、連結純損益計算書に「その他の営業収益」
102,896百万円を計上する見込みです。また、連結財政状態計算書に計上する、のれんを含む「持分法で会計
処理されている投資」については106,656百万円を見込んでおります。
なお、金額については現在精査中であり、今後変動する可能性があります。

当社は2016年４月26日において下記の新規借入を実行いたしました。
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[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

　　　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　　　時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

２．重要な固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　建物及び構築物　　　  15～50年

　　機械装置  　　　　　　４～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、償却期間は利用可能期間に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．重要な引当金の計上基準

(1)

(2)

　　

(3) 役員賞与引当金は、役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見
込額から企業年金基金制度に係る年金資産の公正価値の見込額を差し引いた金額に基づいて
計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれその発生した事業年度から費用処理することとしております。

個　別　注　記　表

貸倒引当金は、受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末在籍従業員に
対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
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(5)

　　

　　

(6)

(7)

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計

　①ヘッジ会計の方法

　②ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針

　③ヘッジ有効性評価の方法

(2) 記載金額の表示

　 百万円未満を四捨五入して表示しております。

(3) 消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テストは比率分析により実施しております。な
お、取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ効果が極めて高い場合は、有効性の判定を省略
しております。

スモン訴訟填補引当金は、今後の健康管理手当および介護費用等の支払いに備えるため、事
業年度末現在の当社関係の和解者を対象に、1979年９月、スモンの会全国連絡協議会等との
間で締結された和解に関する確認書および成立した和解の内容に従って算出した額を計上し
ております。

株式給付引当金は、株式交付規則に基づく取締役および従業員への当社株式の給付等に備え
るため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。

アクトス訴訟填補引当金は、米国におけるアクトス製造物責任訴訟にかかる和解金およびそ
の他のアクトス関連訴訟にかかる損失等に備えるため、これらに要する費用および損失等の
うち当社負担分の見積額を計上しております。

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引等については振当処理の要件を満た
している場合は振当処理により、金利スワップ取引については特例処理要件を満たしている
場合は特例処理によっております。

短期変動金利に連動する、将来の金融損益に係るキャッシュ・フロー変動リスクの一部を
ヘッジするために、金利スワップ取引を行っております。為替変動に連動する、将来の
キャッシュ・フロー変動リスクの一部をヘッジするために、為替予約取引等を利用しており
ます。これらのヘッジ取引は、利用範囲や取引先金融機関選定基準等について定めた規定に
基づき行っております。
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[貸借対照表に関する注記]

１．資産に係る減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 百万円

２．偶発債務

 (債務保証)

以下に記載するものについての不動産リース契約に基づく賃借料支払等に対し保証を行っております。

武田薬品工業㈱従業員 446 百万円

ミレニアム・ファーマシューティカルズ Inc. 35,585 百万円

( 317 百万ドル）

英国武田 Limited 770 百万円

(   5 百万ポンド）

武田 Pharma, S.A. 269 百万円

(  35 百万アルゼンチンペソ）

Takeda S.A.S Columbia 56 百万円

( 500 千ドル）

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 66,620 百万円

長期金銭債権 17,261 百万円

短期金銭債務 162,789 百万円

長期金銭債務 1 百万円

[損益計算書に関する注記]

１．関係会社との取引高

　営業取引による取引高

売上高 116,323 百万円

仕入高 52,548 百万円

その他 99,790 百万円

　営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 203,941 百万円

営業外費用 1,447 百万円

特別損失 4,275 百万円

２．研究開発費 百万円

３．特別利益

（関係会社株式売却益）

４．特別損失

（事業構造再編費用）

（減損損失）

土地、建物等については、売却予定となったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識しております。また、特許権については、独占的な開発・販売に関する契
約を解除したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しておりま
す。
これらの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については売却予定
価額を使用しております。

遊休資産 土地・建物等 茨城県つくば市 2,791百万円

医薬品に係る独占的権利 特許権 米国 2,381百万円

当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分である事業セグメントごとに事業
用資産をグルーピングしており、特許権、販売権および遊休資産等については個別資産をグ
ルーピングの最小単位としております。
当事業年度において5,235百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。減損損失を
認識した主な資産は以下のとおりであります。

用途 種類 場所 金額

363,255

180,834

関係会社株式売却益は、連結子会社である水澤化学工業株式会社の全株式を売却したことによ
るものであります。

効率的な事業運営体制の構築に向けた取り組みにかかる費用を特別損失に計上しております。
主な内訳は情報システムの再構築にかかる費用であります。
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（関係会社投資評価損）

（アクトス訴訟填補引当金繰入）

[株主資本等変動計算書に関する注記]

１．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式

[関連当事者との取引に関する注記]

子会社

－ －

30,102百万円

取引条件および取引条件の決定方針等

（注１）

（注２）

（注３）

[１株当たり情報に関する注記]

１．１株当たり純資産額 2,003円90銭

２．１株当たり当期純利益 335円48銭

債務保証は、不動産リース契約に基づく賃借料支払に対するものであります。なお、保証料は
市場金利を勘案して合理的に決定しております。

キャッシュ・プーリング・システムは、参加会社間で資金の貸借を日次で行っているため、取
引金額は記載しておりません。なお、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

業務委託料は、市場価格を勘案して協議の上、決定しております。

未収収益 28,862百万円

業務委託料の
支払
（注３）

46,088百万円 未払費用 46,088百万円

子会社
武田ファーマシュー
ティカルズ・イン
ターナショナル AG

所有
間接100.0%

医薬品の販
売

業務委託料の
受取
（注３）

28,862百万円

子会社
和光純薬工業株式会
社

所有
直接71.4%
間接 0.3%

試薬の購入

キャッシュ・
プーリング・
システムによ
る資金の預り
（注２）

預り金－

取引金額 科目 期末残高

子会社
ミレニアム・ファー
マシューティカルズ
Inc.

所有
間接100.0%

研究開発の
受委託
役員の兼任
等

債務保証
（注１） 35,585百万円

土地、建物等については、売却予定となったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、減損損失を認識しております。また、特許権については、独占的な開発・販売に関する契
約を解除したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しておりま
す。
これらの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については売却予定
価額を使用しております。

関係会社投資評価損は、海外関係会社の当社所有株式を評価減したものであります。

米国における２型糖尿病治療剤「アクトス」に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟に
関して、和解に要する費用およびその他のアクトス関連訴訟にかかる損失等のうち、追加的な
当社負担分の見積額を特別損失として計上しております。

6,663千株

種類 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割

合

関連当事者
との関係

取引の内容
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[税効果会計に関する注記]

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

  　   　賞与引当金 6,952 

  　   　委託研究費等 60,973 

　     　棚卸資産 12,490 

　     　移転価格調整金 10,198 

　     　未払費用 9,684 

　     　前受収益 13,209 

　     　退職給付引当金 1,141 

　     　アクトス訴訟填補引当金 2,548 

         有形固定資産償却超過額等 7,222 

         特許権 10,893 

         販売権 9,027 

　　　　 有価証券評価損等 71,771 

　　　　 繰越欠損金 23,229 

       　その他 13,767 

  繰延税金資産  小計 253,105 

       　評価性引当額 (-) 72,622 

  繰延税金資産  合計 180,483 

（繰延税金負債）

  　   　前払年金費用 (-)  5,911 

         その他有価証券評価差額金 (-) 23,417 

         固定資産圧縮積立金 (-) 16,371 

       　その他 (-)  4,758 

  繰延税金負債 合計 (-) 50,457 

繰延税金資産の純額 130,026 

（注）繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に計上しております。

　　　　流動資産－繰延税金資産 130,600百万円

　　　　固定負債－繰延税金負債 573百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異の

原因となった主な項目別の内訳

　　（単位：％）

法定実効税率 33.0 

　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 (-) 22.5 

　　評価性引当額増減 (-)  4.9 

　　平成28年度税制改正による税率変更影響 3.6 

　　その他 (-)  0.7 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.0 

３．法人税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）および地方税法等の一部を

改正する等の法律（平成28年法律第13号）が2016年３月29日に国会で成立したことに伴

い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし、2016年４月１日以降解消される

ものに限る）に使用する法定実効税率は、前事業年度の32.2%から、回収又は支払が見込

まれる期間が2016年４月１日から2018年３月31日までのものは30.8%、2018年４月１日以

降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。

　その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が9,273百万

円、繰延ヘッジ損益が7百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,506

百万円、その他有価証券評価差額金が1,241百万円、それぞれ増加しております。
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[退職給付会計に関する注記]

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度ならびに退職一時金制度を採用しており、

これに加え確定拠出年金制度も採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

（単位：百万円)

イ．退職給付債務 (-) 223,544 

ロ．年金資産 237,004 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 13,461 

ニ．未認識数理計算上の差異 2,176 

ホ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） 15,636 

ヘ．前払年金費用 19,358 

ト．退職給付引当金（ホ－ヘ） (-)   3,721 

３．退職給付費用に関する事項

（単位：百万円)

イ．勤務費用（注） 4,881 

ロ．利息費用 2,042 

ハ．期待運用収益 (-)   5,001 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 725 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 2,648 

ヘ．確定拠出年金への掛金支払額 880 

ト．合計（ホ＋ヘ） 3,528 

(注) 出向者に係る出向先負担額を控除しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準

ロ．割引率 ０．４％

ハ．長期期待運用収益率 ２．０％

ニ．過去勤務費用の額の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法による）

ホ．数理計算上の差異の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により、発

生事業年度から費用処理）
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[重要な後発事象に関する注記]

１．重要な会社分割および合弁会社の設立

(1)会社分割および合弁会社の設立の目的

(2)会社分割の概要

①承継した相手会社の名称 武田テバ薬品株式会社

②承継した事業の内容 特許期間および再審査期間が満了した医療用医薬品事業

③承継した事業の規模

④承継した資産および負債の帳簿価額 資産：3,759百万円

負債：該当ありません。

⑤効力発生日 2016年４月１日

⑥承継価額 205,517百万円

(3)設立した合弁会社の概要

①合弁会社の名称 武田テバ薬品株式会社

②所在地　 滋賀県甲賀市

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長　菊繁　一郎
④事業内容　 医薬品の開発・製造・販売

⑤資本金　 3,170百万円

⑥設立年月日 2016年４月１日

⑦発行済株式数 12株

⑧大株主及び持株比率 テバ製薬株式会社* 100%

*2016年10月以降に「武田テバファーマ株式会社」に社名変更予定

２．子会社の設立

(1)設立の目的

(2)設立した子会社の概要

①子会社の名称 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

②所在地　 大阪府大阪市

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長　杉本雅史
④事業内容　

⑤資本金　 1,000万円

⑥設立年月日 2016年４月15日

⑦出資比率 当社100％

当社は、2016年４月１日付で、イスラエルに本社をおくTeva Pharmaceutical Industries Ltd.（以下「テバ社」）
の日本における連結子会社へ当社の特許期間および再審査期間が満了した医療用医薬品事業（以下「長期収載品事
業」）を会社分割（吸収分割）により承継いたしました。また、これに伴い、本会社分割の承継会社である大正薬品
株式会社の名称を武田テバ薬品株式会社（以下「武田テバ薬品」）に変更し、テバ社と当社の日本における合弁会社
として設立いたしました。
本会社分割は、テバ社の日本における連結子会社２社（テバ製薬株式会社（以下「テバ製薬」）および武田テバ薬
品）と当社の間における三角吸収分割です。分割会社である当社は長期収載品事業を承継会社である武田テバ薬品に
承継し、その対価として武田テバ薬品の親会社となるテバ製薬の株式の交付を受けます。
当社の長期収載品事業を承継すると共に継続してジェネリック医薬品事業を営む武田テバ薬品と、継続してジェネ
リック医薬品事業を営むテバ製薬は、両社が一体となって新たな事業を推進してまいります。
テバ社は同じく日本における連結子会社であるテバホールディングス株式会社を通じて、テバ製薬の発行済株式総数
の51％を保有し、当社はテバ製薬の株式の49％を保有いたします。なお、テバ製薬は、本年10月以降に会社名称を武
田テバファーマ株式会社に変更いたします。

日本における当社の企業ブランドや強固な流通網と、テバ社の、グローバルなサプライ・チェーンや製造ネット
ワークおよび販売力、研究開発に関する高い理解を組み合わせることにより、日本政府の方針にも沿った、多く
の患者さんに貢献するビジネスを推進してまいります。

当事業年度の損益計算書に含まれる当該事業の売上高81,679百万円

当社は、当社のジャパンコンシューマーヘルスケアビジネスユニット（以下「JCHBU」）事業の分社化に向けて2016
年４月15日付で100％子会社を設立いたしました。
新会社を設立した後、当社のJCHBU事業を吸収分割により新会社に承継させ、新会社は2017年４月から営業を開始す
る予定です。

当社のJCHBU事業を分社化することで、コンシューマーヘルスケア市場においてより機動的なビジネスモデルを
構築し、当該市場における環境変化に迅速に対応することで国内を当該事業の成長をさらに加速させてまいりま
す。

医薬品、医薬部外品、医療機器、計量器、化粧品、食品、飲料品、食品
添加物等の製造および販売
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３．多額な資金の借入

(1)使途

運転資金

(2)借入先の名称

株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行を幹事とする複数の貸付人からの協調融資

(3)借入総額

200,000百万円

(4)借入利率

基準金利＋スプレッド （固定金利）

(5)借入実行日

2016年４月26日

(6)返済期限

2023年４月26日および2026年４月27日

(7)担保提供資産又は保証の内容

無

当社は2016年４月26日において下記の新規借入を実行いたしました。
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